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、1

後期高齢者の窓口負担割合の見直しについて

g2^直^

令和4年度以降、団塊の世代が後期高齢者となり始めることで、後期高齢者

支援金の急増が見込まれる中、若い世代の保険料負担の上昇を抑え、すべての

世代が安心して支えあう制度の構築を目指す必要があるため

※「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律」で「高齢者の医療の確保に関する法律」の一部改正

施行日→令和4年10月1日~令和5年3月1日の間で、政令で定める日

※団塊の世代→昭和22年から昭和24年生まれの世代をいう。

豊L^
・窓口の負担割合の2割枠の新設

現在(1割、 3割D →法施行後(1割、 2割、 3害D

・外来患者の1月負担増を、最大でも3千円に収める配慮措置を導入予定

(施行後3年間)

垈乞_対豊者

・課税所得28万円以上かつ年収200万円以上の方を2割負担の対象

(世帯に後期高齢者が2人以上の場合は合計収入320万円以上)

・対象者数

全国約370万人(被保険者数約1,815万人)

長崎市対象者数見込み12 336人く被保険者数64,967人)

豊Σ_'登^
・令和3年2月5日

・令和3年6月4日

第204回通常国会に法案提出

同国会で法案可決、成立
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2 後期高齢者医療制度における医療費の負担割合等

a)後期高齢者医療費負担割合(平成20年4月~)
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広域連合

特別会計

十
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の窓口負担
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世帯内の後期高齢者のうち
課税所得が最大の方の
課税所得が28万円以,上か

後期高齢者の窓口負担が2割となる所得基準の考え方について

28万円以上

(0

ーーーーーーーーーーーー,、

28万円未満

0 「課税所径」は、収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除)を差し引
いた後の金額炉后昇税などで用いられる考え方〕

世帯に後期高齢者
が2人以上いるか

島 1害1

・年金は、公的年金等控除を差し引く前の金額
.その他の合計所得金額は、事業収入や給与収入から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額

※単身世帯(後期高齢者が1人の世帯)の年収200万円
=課税所得(28万円)十基礎控除(43万円)十社会保険料控除(16万円)+公的年金等控除(110万円)

※複数世帯(後期高齢者が2人以上の世帯)の年収320万円
=課税所得(28万円)+基礎控除(43万円)十社会保険料控除(20万円)十配偶者控除(38万円)十公的年金等控除(110万円)+配偶者の年金(78万円)

0「

1人だけ

「年金収入+その他の合計所得金額」
が加@万円以上か

十

2人以上

^Ξ

「年金収入十その他の合計所得金額」
の合計が認0万円以塗.か

日 r"●

〔介護保険の利用者負担割合と同様の考え方〕

200万円未満

.
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200万円以上

320万円未満

320万円以上
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①長期にわたる外来受診について、急激な負担増を抑制するため、世帯の所得の状況等に応じて、2割負
担になる者の外来受診の負担増加額について、最大でも且旦迫ΩΩ巴に収まるよう措置を講じる。

.

※具体的には、負担額が月6,000円を超えた場合,(すなわち医療費が30,000円を超えた場合)には、
超えた医療費については1割負担となるよう、高額療養費の上限額を設定する。

については

窓口負担の年間平均が約8.3万円才1御10.9万

②急、激な負担増加を抑制するためのものであり、

負担増となる被保険者のうち、外来受診に係る配慮措置を受けられる者の割合:鞄旦Ω9▲,

兇の

D
自己負担

(外来上限額)

配慮措置の考え方

で:じ

18'000円

配慮措置対象外(負担増加小)

、

十2.6万

6,000円

2割負担
(一般区分)

晒三慮措置なしだと約H.7万円(+3.4万円))

配慮措置対象(負担増加大)
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"の,止過仕冒とする。

30,000円

+ 3,000円

目

1割負担
(一般区分)

負担増加額は最大で3ρ00円

配慮措置対象外(負担増加小)配慮措置対象外(負担増加なし)

合
+ 3,000円

90.000円 150.0Ⅸ)円

叫紐

総医療費・

※同一の医療機関での受診については、
今回設定する暫定的な高額療養費に沿っ
て現物給付化が可能

※別の医療機関や調剤薬局、同一の医療
機関であっても医科、歯科別の場合は現

物給付の対象とならないが、申請によりこ
れらを合算した1月当たりの負担増加額は
最大でも3ρ00円となり、超える部分は最短
4ケ月後を目処に償還される。
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